
（単位：円）

介護度 若水館

要介護1   5,446/月

要介護2   9,720/月

要介護3 16,140/月

要介護4 20,417/月

要介護5 24,692/月

（注2）　短期入所系サービスを利用した場合、短期入所系サービス利用料金の1日分相当額を上記利用料金

　　　　 から差し引いた額となる。

　　　　 差し引いた額となる。（下記参照）

◆参考（通所系サービスを利用した場合の1日相当額） （単位：円）

介護度 若水館

要介護1 62

要介護2 111

要介護3 184

要介護4 233

要介護5 281

○加算料金 （単位：円）

若水館

（30日間） 　  30/日

Ⅰ 　750/月

 1,200/月

Ⅰ 所定単位数の24.5％

○保険外サービス料金

総合マネジメント体制加算

介護職員等処遇改善加算

病院受診の院内介助待ち時間等
身体介護や生活援助等を除く介護保険適用外の

ヘルパー拘束時間に関しては、30分1,200円

（注3）　通所系サービスを利用した場合、通所系サービス利用料金の1日分相当額を上記利用料金から

費　　目

介護費（1割）

費　　目

初期加算

サービス提供体制加算

　　　　（訪問看護サービス提供事業所より請求）

利　用　料　金　表　　【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

令和8年4月1日現在

費　　目

介護費（1割）

（注1）　訪問看護を利用した場合、要介護1から4は2,961円、要介護5は3,761円の訪問看護費が必要となる。


